
三田市市税条例新旧対照表 
現行 改正案 

第 1条～第 43 条 省略 第 1条～第 43 条 省略 

(給与所得に係る個人の市民税の特別徴収) (給与所得に係る個人の市民税の特別徴収) 

第 44 条 省略 第 44 条 省略 

2 前項の納税義務者について、当該納税義務者の前年中の所得に給与所得及び
公的年金等に係る所得以外の所得がある場合においては、当該給与所得及び
公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を前項の規定によつて特別
徴収の方法によつて徴収すべき給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算
額に加算して特別徴収の方法によつて徴収する。ただし、第 36 条の 2第 1項
の申告書に給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を
普通徴収の方法によつて徴収されたい旨の記載があるときは、この限りでな
い。 

2 前項の納税義務者について、当該納税義務者の前年中の所得に給与所得 
以外の所得がある場合においては、当該給与所得以外の所得に係る所得割額
を同項の規定によつて特別徴収の方法によつて徴収すべき給与所得に係る所
得割額及び均等割額の合算額に加算して特別徴収の方法によつて徴収する。
ただし、第 36 条の 2第 1項の申告書に給与所得以外の所得に係る所得割額を
普通徴収の方法によつて徴収されたい旨の記載があるときは、この限りでな
い。 

3 前項本文の規定によつて給与所得者の給与所得及び公的年金等に係る所得
以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法によつて徴収することとなつた
後において、当該給与所得者について給与所得及び公的年金等に係る所得以
外の所得に係る所得割額の全部又は一部を特別徴収の方法によつて徴収する
ことが適当でないと認められる特別の事情が生じたため当該給与所得者から
給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一
部を普通徴収の方法により徴収することとされたい旨の申出があつた場合で
その事情がやむを得ないと認められるときは、市長は、当該特別徴収の方法
によつて徴収すべき給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所
得割額でまだ特別徴収により徴収していない額の全部又は一部を普通徴収の
方法により徴収するものとする。  

3 前項本文の規定によつて給与所得者の給与所得以外の所得に係る所得割額
を特別徴収の方法によつて徴収することとなつた後において、当該給与所得
者について給与所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一部を特別徴収の
方法によつて徴収することが適当でないと認められる特別の事情が生じたた
め当該給与所得者から給与所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一部を
普通徴収の方法により徴収することとされたい旨の申出があつた場合でその
事情がやむを得ないと認められるときは、市長は、当該特別徴収の方法によ
つて徴収すべき給与所得以外の所得に係る所得割額でまだ特別徴収により徴
収していない額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収するものとす
る。  

 4 第 1 項の給与所得者が前年中において公的年金等の支払を受けた者であり、
かつ、当該年度の初日において第 47 条の 2第 1項に規定する老齢等年金給付
の支払を受けている年齢 65歳以上の者である場合における前 2項の規定の適
用については、これらの規定中「給与所得以外」とあるのは、「給与所得及び
公的年金等に係る所得以外」とする。 

4 納税義務者である給与所得者に対し給与の支払をする者に当該年度の初日
の翌日から翌年の 4月 30 日までの間において異動を生じた場合において、当
該給与所得者が当該給与所得者に対して新たに給与の支払をする者となつた
者（所得税法第 183 条の規定によつて給与の支払をする際所得税を徴収して
納付する義務がある者に限る。以下この項において同じ。）を通じて、当該異
動によつて従前の給与の支払をする者から給与の支払を受けなくなつた日の
属する月の翌月の 10 日（その支払を受けなくなつた日が翌年の 4月中である
場合には、同月 30 日）までに、第 1項の規定により特別徴収の方法によつて
徴収されるべき前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額（既

5 納税義務者である給与所得者に対し給与の支払をする者に当該年度の初日
の翌日から翌年の 4月 30 日までの間において異動を生じた場合において、当
該給与所得者が当該給与所得者に対して新たに給与の支払をする者となつた
者（所得税法第 183 条の規定によつて給与の支払をする際所得税を徴収して
納付する義務がある者に限る。以下この項において同じ。）を通じて、当該異
動によつて従前の給与の支払をする者から給与の支払を受けなくなつた日の
属する月の翌月の 10 日（その支払を受けなくなつた日が翌年の 4月中である
場合には、同月 30 日）までに、第 1項の規定により特別徴収の方法によつて
徴収されるべき前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額（既



に特別徴収の方法によつて徴収された金額があるときは、当該金額を控除し
た額）を特別徴収の方法によつて徴収されたい旨の申出をしたときは、当該
合算額を特別徴収の方法によつて徴収するものとする。ただし、当該申出が
翌年の 4 月中にあつた場合において、特別徴収の方法によつて徴収すること
が困難であると市長が認めるときは、この限りでない。 

に特別徴収の方法によつて徴収された金額があるときは、当該金額を控除し
た金額）を特別徴収の方法によつて徴収されたい旨の申出をしたときは、当
該合算額を特別徴収の方法によつて徴収するものとする。ただし、当該申出
が翌年の 4 月中にあつた場合において、特別徴収の方法によつて徴収するこ
とが困難であると市長が認めるときは、この限りでない。 

5 特別徴収の方法によつて個人の市民税を徴収される納税義務者が当該年度
の初日の属する年の 6 月 1 日から 12 月 31 日までの間において給与の支払を
受けないこととなり、かつ、その事由が発生した日の属する月の翌月以降の
月割額を特別徴収の方法によつて徴収されたい旨の当該納税義務者からの申
出があつた場合及び当該納税義務者が翌年の 1月 1日から 4月 30日までの間
において給与の支払を受けないこととなつた場合には、その者に対してその
年の 5月 31日までの間に支払われるべき給与又は退職手当等で当該月割額の
全額に相当する金額を超えるものがあるときに限り、当該月割額の全額(同日
までに当該給与又は退職手当等の全部又は一部の支払がされないこととなつ
たときにあつては、同日までに支払われた当該給与又は退職手当等の額から
徴収することができる額)を特別徴収の方法によつて徴収する。 

6 特別徴収の方法によつて個人の市民税を徴収される納税義務者が当該年度
の初日の属する年の 6 月 1 日から 12 月 31 日までの間において給与の支払を
受けないこととなり、かつ、その事由が発生した日の属する月の翌月以降の
月割額を特別徴収の方法によつて徴収されたい旨の当該納税義務者からの申
出があつた場合及び当該納税義務者が翌年の 1月 1日から 4月 30日までの間
において給与の支払を受けないこととなつた場合には、その者に対してその
年の 5月 31日までの間に支払われるべき給与又は退職手当等で当該月割額の
全額に相当する金額を超えるものがあるときに限り、当該月割額の全額(同日
までに当該給与又は退職手当等の全部又は一部の支払がされないこととなつ
たときにあつては、同日までに支払われた当該給与又は退職手当等の額から
徴収することができる額)を特別徴収の方法によつて徴収する。 

(給与所得に係る特別徴収義務者の指定等) (給与所得に係る特別徴収義務者の指定等) 

第 45 条 前条第 1項から第 3項までの規定による特別徴収に係る市民税の特別
徴収義務者は、当該年度の初日において同条第 1 項の納税義務者に対して給
与の支払をする者（法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあ
るものを含む。以下同じ。）（他の市町村内において給与の支払をする者を含
む。以下同じ。）で所得税法第 183 条の規定によつて給与の支払をする際所得
税を徴収して納付する義務があるものとし、前条第 4 項の規定による特別徴
収に係る市民税の特別徴収義務者は、同項の当該給与所得者に対して新たに
給与の支払をする者となつた者とする。 

第 45 条 前条第 1項から第 3項までの規定による特別徴収に係る市民税の特別
徴収義務者は、当該年度の初日において同条第 1 項の納税義務者に対して給
与の支払をする者（法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあ
るものを含む。以下同じ。）（他の市町村内において給与の支払をする者を含
む。以下同じ。）で所得税法第 183 条の規定によつて給与の支払をする際所得
税を徴収して納付する義務があるものとし、前条第 5 項の規定による特別徴
収に係る市民税の特別徴収義務者は、同項の当該給与所得者に対して新たに
給与の支払をする者となつた者とする。 

2 省略 2 省略 

第 46 条～第 46 条の 5 省略 第 46 条～第 46 条の 5 省略 

(給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額への繰入れ) (給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額への繰入れ) 

第 47 条 個人の市民税の納税義務者が、給与の支払を受けなくなつたこと等に
より給与所得に係る特別徴収税額の特別徴収の方法によつて徴収されないこ
ととなつた場合においては、特別徴収の方法によつて徴収されないこととな
つた金額に相当する税額は、特別徴収の方法によつて徴収されないこととな
つた日以後において到来する第 40条第 1項の納期がある場合においてはそれ
ぞれの納期において、その日以後に到来する同項の納期がない場合において
は直ちに、普通徴収の方法によつて徴収するものとする。 

第 47 条 個人の市民税の納税義務者が、給与の支払を受けなくなつたこと等に
より給与所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収されないこ
ととなつた場合においては、特別徴収の方法によつて徴収されないこととな
つた金額に相当する税額は、特別徴収の方法によつて徴収されないこととな
つた日以後において到来する第 40条第 1項の納期がある場合においてはそれ
ぞれの納期において、その日以後に到来する同項の納期がない場合において
は直ちに、普通徴収の方法によつて徴収するものとする。 

2 省略 2 省略 

第 47 条の 2～第 47 条の 6 省略 第 47 条の 2～第 47 条の 6 省略 

(法人の市民税の申告納付) (法人の市民税の申告納付) 



第 48 条 省略 第 48 条 省略 

2～5 省略 2～5 省略 

6 法人税法第 81 条の 22 第 1 項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する
義務がある法人で同法第 81 条の 24 第 1 項の規定の適用を受けているものが、
同条第 4 項の規定の適用を受ける場合には、当該法人及び当該法人との間に
連結完全支配関係（同法第 2条第 12 号の 7の 5 に規定する連結完全支配関係
をいう。第 50 条第 3項及び第 52 条第 2項において同じ。）がある連結子法人
（同法第 2 条第 12 号の 7 の 3 に規定する連結子法人をいう。第 50 条第 3 項
及び第 52 条第 2 項において同じ。）（連結申告法人（同法第 2 条第 16 号に規
定する連結申告法人をいう。第 52 条第 2項において同じ。）に限る。）につい
ては、同法第 81 条の 24 第 4 項の規定の適用に係る当該申告書に係る連結法
人税額（法第 321 条の 8 第 4 項に規定する連結法人税額をいう。以下この項
及び第 52 条第 2 項において同じ。）の課税標準の算定期間（当該法人の連結
事業年度に該当する期間に限る。第 52 条第 2 項において同じ。）に限り、当
該連結法人税額に係る個別帰属法人税額を課税標準として算定した法人税割
額及びこれと併せて納付すべき均等割額については、当該連結法人税額につ
いて同法第 81 条の 24 第 1 項の規定の適用がないものとみなして、第 18 条の
2の規定を適用することができる。。 

6 法人税法第 81 条の 22 第 1 項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する
義務がある法人で同法第 81 条の 24 第 1 項の規定の適用を受けているものが、
同条第 4 項の規定の適用を受ける場合には、当該法人及び当該法人との間に
連結完全支配関係（同法第 2条第 12 号の 7の 7 に規定する連結完全支配関係
をいう。第 50 条第 3項及び第 52 条第 2項において同じ。）がある連結子法人
（同法第 2 条第 12 号の 7 の 3 に規定する連結子法人をいう。第 50 条第 3 項
及び第 52 条第 2 項において同じ。）（連結申告法人（同法第 2 条第 16 号に規
定する連結申告法人をいう。第 52 条第 2項において同じ。）に限る。）につい
ては、同法第 81 条の 24 第 4 項の規定の適用に係る当該申告書に係る連結法
人税額（法第 321 条の 8 第 4 項に規定する連結法人税額をいう。以下この項
及び第 52 条第 2 項において同じ。）の課税標準の算定期間（当該法人の連結
事業年度に該当する期間に限る。第 52 条第 2 項において同じ。）に限り、当
該連結法人税額に係る個別帰属法人税額を課税標準として算定した法人税割
額及びこれと併せて納付すべき均等割額については、当該連結法人税額につ
いて法人税法第 81 条の 24 第 1 項の規定の適用がないものとみなして、第 18
条の 2の規定を適用することができる。 

第 49 条～第 58 条 省略 第 49 条～第 58 条 省略 

第 58条の 2 法第 348条第 2項第 11号の 5の固定資産について同項本文の規定
を受けようとする者は、土地については第 1 号に、家屋については第 2 号及
び第 3 号に、償却資産については第 4 号及び第 5 号に掲げる事項を記載した
申告書を市長に提出しなければならない。この場合において、当該固定資産
が社会医療法人の所有に属しないものである場合においては、当該固定資産
を社会医療法人に無料で使用させていることを証明する書面を添付しなけれ
ばならない。 

第 58条の 2 法第 348条第 2項第 11号の 5の固定資産について同項本文の規定
の適用を受けようとする者は、土地については第 1号に、家屋については第 2
号及び第 3 号に、償却資産については第 4 号及び第 5 号に掲げる事項を記載
した申告書を市長に提出しなければならない。この場合において、当該固定
資産が社会医療法人の所有に属しないものである場合においては、当該固定
資産を社会医療法人に無料で使用させていることを証明する書面を添付しな
ければならない。 

(1)～(5) 省略 (1)～(5) 省略 

(固定資産税の非課税の適用を受けなくなつた固定資産の所有者がすべき申
告) 

(固定資産税の非課税の規定の適用を受けなくなつた固定資産の所有者がすべ
き申告) 

第 59 条 法第 348 条第 2 項第 3 号、第 9 号から第 10 号の 7 まで、第 11 号の 3
から第 11 号の 5 まで又は第 12 号の固定資産として同項本文の規定の適用を
受けていた固定資産について、当該各号に掲げる用途に供しないこととなつ
た場合又は有料で使用させることとなつた場合においては、当該固定資産の
所有者は、その旨を直ちに市長に申告しなければならない。 

第 59 条 法第 348 条第 2 項第 3 号、第 9 号から第 10 号の 7 まで、第 11 号の 3
から第 11 号の 5 まで又は第 12 号の固定資産として同項本文の規定の適用を
受けていた固定資産について、当該各号に掲げる用途に供しないこととなつ
た場合又は有料で使用させることとなつた場合においては、当該固定資産の
所有者は、その旨を直ちに市長に申告しなければならない。 

第 60 条～第 69 条 省略 第 60 条～第 69 条 省略 

(固定資産税の納期前の納付) (固定資産税の納期前の納付) 

第 70 条 固定資産税の納税者は、納税通知書に記載された納付額のうち到来し
た納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付しようとする場合において

第 70 条 固定資産税の納税者は、納税通知書に記載された納付額のうち到来し
た納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付しようとする場合において



は、当該納期の後に係る納付額に相当する金額の税金をあわせて納付するこ
とができる。 

は、当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の税金をあわせて納付
することができる。 

第 71 条～第 80 条 省略 第 71 条～第 80 条 省略 

(軽自動車税の非課税) (日本赤十字社の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の非課税) 

第 80 条の 2 日本赤十字社が所有する軽自動車等のうち、直接その本来の事業
の用に供するもので、救急用のものに対しては、軽自動車税を課さない。 

第 80 条の 2 日本赤十字社が所有する軽自動車等のうち、直接その本来の事業
の用に供するもので、救急用のものに対しては、軽自動車税を課さない。 

第 81 条～第 90 条 省略 第 81 条～第 90 条 省略 

(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付等) (原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付等) 

第 91 条 省略 第 91 条 省略 

2 法第 443 条若しくは第 80 条第 3項ただし書又は第 80 条の 2の規定によつて
軽自動車税を課することができない原動機付自転車又は小型特殊自動車の所
有者又は使用者は、その主たる定置場が、市内に所在することとなつたとき
は、その事由が発生した日から 15 日以内に、市長に対し、標識交付申請書を
提出し、かつ、当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の提示をして、その
車体に取り付けるべき標識の交付を受けなければならない。軽自動車税を課
されるべき原動機付自転車又は小型特殊自動車が法第 443 条若しくは第 80条
第 3項ただし書又は第 80条の 2の規定によつて軽自動車税を課されないこと
となつたときにおける当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の所有者又は
使用者についても、また、同様とする。 

2 法第 443 条若しくは第 80 条第 3項ただし書又は第 80 条の 2の規定によつて
軽自動車税を課することのできない原動機付自転車又は小型特殊自動車の所
有者又は使用者は、その主たる定置場が、市内に所在することとなつたとき
は、その事由が発生した日から 15 日以内に、市長に対し、標識交付申請書を
提出し、かつ、当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の提示をして、その
車体に取り付けるべき標識の交付を受けなければならない。軽自動車税を課
されるべき原動機付自転車又は小型特殊自動車が法第 443 条若しくは第 80条
第 3項ただし書又は第 80条の 2の規定によつて軽自動車税を課されないこと
となつたときにおける当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の所有者又は
使用者についても、また、同様とする。 

3～9 省略 3～9 省略 

第 92 条～第 151 条 省略 第 92 条～第 151 条 省略 

付 則 付 則 

第 1 条～第 6条の 3 省略 第 1 条～第 6条の 3 省略 

(個人の市民税の配当控除) (個人の市民税の配当控除) 

第 7 条 所得割の納税義務者の前年の総所得金額のうちに、法附則第 5 条第 3
項に規定する配当所得があるときは、当分の間、同項各号に掲げる金額の合
計額を、その者の第 34 条の 3 及び第 34 条の 6 の規定を適用した場合に所得
割の額から控除する。 

第 7 条 所得割の納税義務者の前年の総所得金額のうちに、法附則第 5 条第 3
項に規定する配当所得があるときは、当分の間、同項各号に掲げる金額の合
計額を、その者の第 34 条の 3 及び第 34 条の 6 の規定を適用した場合の所得
割の額から控除する。 

2 省略 2 省略 

第 7条の 2～第 13 条 省略 第 7条の 2～第 13 条 省略 

(市街化区域農地に対して課する昭和 47 年度以降の各年度分の固定資産税の
特例) 

(市街化区域農地に対して課する昭和 47 年度以降の各年度分の固定資産税の
特例) 

第 13 条の 2 省略 第 13 条の 2 省略 

2 市街化区域農地に係る平成 6年度以降の各年度分の固定資産税に限り、平成
5 年度に係る賦課期日後において令附則第 14 条の 2 第 1 項に規定する事情に
より新たに市街化区域農地となつた土地に対して課する各年度分の固定資産

2 市街化区域農地に係る平成 6年度以降の各年度分の固定資産税に限り、平成
5 年度に係る賦課期日後に令附則第 14 条の 2 第 1 項に規定する事情により新
たに市街化区域農地となつた土地に対して課する各年度分の固定資産税につ



税については、当該市街化区域農地となつた土地に類似する市街化区域農地
が前項の規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該市街化区域
農地となつた土地が平成 5 年度に係る賦課期日に市街化区域農地として所在
し、かつ、同項の規定の適用があつたものとみなして、同項の規定を適用す
る。 

いては、当該市街化区域農地となつた土地に類似する市街化区域農地が前項
の規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該市街化区域農地と
なつた土地が平成 5 年度に係る賦課期日に市街化区域農地として所在し、か
つ、同項の規定の適用があつたものとみなして、同項の規定を適用する。 

3 省略 3 省略 

第 13 条の 3～第 14 条の 2 省略 第 13 条の 3～第 14 条の 2 省略 

(読替規定)  

第 15 条 法附則第 31 条の 2 第 1 項の規定の適用がある土地に係る特別土地保
有税については、第 136 条中「又は第 587 条第 2 項」とあるのは「若しくは
第 587 条第 2項又は法附則第 31 条の 2第 1項」とする。 

 

(特別土地保有税の課税の特例) (特別土地保有税の課税の特例) 

第 15 条の 2 省略 第 15 条 省略 

第 15 条の 3 省略 第 15 条の 2 省略 

第 16 条～第 16 条の 3 省略 第 16 条～第 16 条の 3 省略 

(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る市民税の課税の特例) (土地の譲渡等に係る事業所得等に係る市民税の課税の特例) 

第 16 条の 4 省略 第 16 条の 4 省略 

2 省略 2 省略 

3 第 1 項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 3 第 1 項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 

(1) 第 34 条の 2 の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるの
は「総所得金額、付則第 16 条の 4第 1項に規定する土地等に係る事業所得
等の金額」とする。 

(1) 第 34 条の 2 の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるの
は、「総所得金額、付則第 16 条の 4 第 1 項に規定する土地等に係る事業所
得等の金額」とする。 

(2)～(4) 省略 (2)～(4) 省略 

4 省略 4 省略 

第 17 条～第 20 条の 3 省略 第 17 条～第 20 条の 3 省略 

 (条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人の市民税の課税の特例)  (条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人の市民税の課税の特例) 

第 20 条の 4 所得割の納税義務者が支払を受けるべき租税条約の実施に伴う所
得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和 44 年法律第 46
号。以下「租税条約実施特例法」という。）第 3 条の 2 の 2 第 10 項に規定す
る条約適用利子等については、第 33 条及び第 34 条の 3の規定にかかわらず、
他の所得と区分し、その前年中の同項に規定する条約適用利子等の額（以下
この項において「条約適用利子等の額」という。）に対し、条約適用利子等の
額（次項第 1号の規定により読み替えられた第 34 条の 2の規定の適用がある
場合には、その適用後の金額）に 100 分の 5 の税率から同法第 3 条の 2 の 2
第 1項に規定する限度税率（第 3項において「限度税率」という。）を控除し
て得た率に 5 分の 3 を乗じて得た率（当該納税義務者が同条第 3 項の規定の

第 20 条の 4 所得割の納税義務者が支払を受けるべき租税条約等の実施に伴う
所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和 44年法律第 46
号。以下「租税条約等実施特例法」という。）第 3 条の 2 の 2 第 10 項に規定
する条約適用利子等については、第 33 条及び第 34 条の 3 の規定にかかわら
ず、他の所得と区分し、その前年中の同項に規定する条約適用利子等の額（以
下この項において「条約適用利子等の額」という。）に対し、条約適用利子等
の額（次項第 1号の規定により読み替えられた第 34 条の 2の規定の適用があ
る場合には、その適用後の金額）に 100 分の 5の税率から同法第 3条の 2の 2
第 1項に規定する限度税率（第 3項において「限度税率」という。）を控除し
て得た率に 5 分の 3 を乗じて得た率（当該納税義務者が同条第 3 項の規定の



適用を受ける場合には、100 分の 3の税率）を乗じて計算した金額に相当する
市民税の所得割を課する。 

適用を受ける場合には、100 分の 3の税率）を乗じて計算した金額に相当する
市民税の所得割を課する。 

2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 

(1)～(2) 省略 (1)～(2) 省略 

(3) 第 35 条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とある
のは「若しくは山林所得金額又は付則第 20 条の 4第 1項に規定する条約適
用利子等の額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所
得金額若しくは租税条約実施特例法第 3条の 2第 16 項に規定する特定利子
に係る利子所得の金額、同条第 18 項に規定する特定収益分配に係る配当所
得の金額、同条第 22 項に規定する特定懸賞金等に係る一時所得の金額若し
くは同条第 24 項に規定する特定給付補てん金等に係る雑所得等の金額」と
する。 

(3) 第 35 条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とある
のは「若しくは山林所得金額又は付則第 20 条の 4第 1項に規定する条約適
用利子等の額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所
得金額若しくは租税条約等実施特例法第 3条の 2第 16 項に規定する特定利
子に係る利子所得の金額、同条第 18 項に規定する特定収益分配に係る配当
所得の金額、同条第 22 項に規定する特定懸賞金等に係る一時所得の金額若
しくは同条第 24 項に規定する特定給付補てん金等に係る雑所得等の金額」
とする。 

(4) 省略 (4) 省略 

3 所得割の納税義務者が支払を受けるべき租税条約実施特例法第 3 条の 2 の 2
第 12 項に規定する条約適用配当等（次項において「条約適用配当等」という。）
については、第 33 条第 3項及び第 4項の規定は適用しない。この場合におい
て、当該条約適用配当等については、第 33 条及び第 34 条の 3 の規定にかか
わらず、他の所得と区分し、その前年中の同法第 3条の 2の 2第 12 項に規定
する条約適用配当等の額（以下この項において「条約適用配当等の額」とい
う。）に対し、条約適用配当等の額（第 5項第 1号の規定により読み替えられ
た第 34 条の 2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）に 100 分の
5の税率から限度税率を控除して得た率に 5分の 3を乗じて得た率（当該納税
義務者が同法第 3条の 2の 2第 3項の規定の適用を受ける場合には、100 分の
3の税率）を乗じて計算した金額に相当する市民税の所得割を課する。 

3 所得割の納税義務者が支払を受けるべき租税条約等実施特例法第 3条の 2の
2 第 12 項に規定する条約適用配当等（次項において「条約適用配当等」とい
う。）については、第 33 条第 3 項及び第 4 項の規定は適用しない。この場合
において、当該条約適用配当等については、第 33 条及び第 34 条の 3 の規定
にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の同法第 3条の 2の 2第 12 項
に規定する条約適用配当等の額（以下この項において「条約適用配当等の額」
という。）に対し、条約適用配当等の額（第 5項第 1号の規定により読み替え
られた第 34 条の 2 の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）に 100
分の 5 の税率から限度税率を控除して得た率に 5 分の 3 を乗じて得た率（当
該納税義務者が同法第 3 条の 2 の 2 第 3 項の規定の適用を受ける場合には、
100分の3の税率）を乗じて計算した金額に相当する市民税の所得割を課する。 

4 省略 4 省略 

5 第 3 項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 5 第 3 項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 

(1)～(2) 省略 (1)～(2) 省略 

(3) 第 35 条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とある
のは「若しくは山林所得金額又は付則第 20 条の 4第 3項に規定する条約適
用配当等の額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所
得金額若しくは租税条約実施特例法第 3条の 2第 20項に規定する申告不要
特定配当等に係る配当所得の金額」とする。 

(3) 第 35 条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるの
は「若しくは山林所得金額又は付則第 20 条の 4 第 3 項に規定する条約適用
配当等の額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得
金額若しくは租税条約等実施特例法第 3 条の 2 第 20 項に規定する申告不要
特定配当等に係る配当所得の金額」とする。 

(4) 省略 (4) 省略 

6 租税条約実施特例法第 3条の 2の 2第 1項の規定の適用がある場合（第 3項
後段の規定の適用がある場合を除く。）における第 34 条の 9 の規定の適用に
ついては、同条第 1 項中「又は同条第 6 項」とあるのは「若しくは付則第 20
条の 4第 3項に規定する条約適用配当等（以下「条約適用配当等」という。）

6 租税条約等実施特例法第 3 条の 2 の 2 第 1 項の規定の適用がある場合（第 3
項後段の規定の適用がある場合を除く。）における第 34 条の 9 の規定の適用
については、同条第 1 項中「又は同条第 6 項」とあるのは「若しくは付則第
20 条の 4第 3項に規定する条約適用配当等（以下「条約適用配当等」という。）



に係る所得が生じた年の翌年の 4月 1日の属する年度分の第 36条の 2第 1項
の規定による申告書（その提出期限後において市民税の納税通知書が送達さ
れる時までに提出されたもの及びその時までに提出された第 36条の 3第 1項
の確定申告書を含む。）にこの項の規定の適用を受けようとする旨及び当該条
約適用配当等に係る所得の明細に関する事項の記載がある場合（これらの申
告書にこれらの記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が認
めるときを含む。）であつて、当該条約適用配当等に係る所得の金額の計算の
基礎となつた条約適用配当等の額について租税条約の実施に伴う所得税法、
法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和 44 年法律第 46 号。以下
「租税条約実施特例法」という。）第 3条の 2の 2第 1 項の規定及び法第 2 章
第 1節第 5款の規定により配当割額を課されたとき、又は第 33 条第 6項」と、
同条第 3 項中「法第 37 条の 4」とあるのは「租税条約実施特例法第 3 条の 2
の 2第 9項の規定により読み替えて適用される法第 37 条の 4」とする。 

に係る所得が生じた年の翌年の 4月 1日の属する年度分の第 36条の 2第 1項
の規定による申告書（その提出期限後において市民税の納税通知書が送達さ
れる時までに提出されたもの及びその時までに提出された第 36条の 3第 1項
の確定申告書を含む。）にこの項の規定の適用を受けようとする旨及び当該条
約適用配当等に係る所得の明細に関する事項の記載がある場合（これらの申
告書にこれらの記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が認
めるときを含む。）であつて、当該条約適用配当等に係る所得の金額の計算の
基礎となつた条約適用配当等の額について租税条約等の実施に伴う所得税
法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和 44 年法律第 46 号。
以下「租税条約等実施特例法」という。）第 3条の 2の 2第 1項の規定及び法
第 2 章第 1 節第 5 款の規定により配当割額を課されたとき、又は第 33 条第 6
項」と、同条第 3 項中「法第 37 条の 4」とあるのは「租税条約等実施特例法
第 3 条の 2 の 2 第 9 項の規定により読み替えて適用される法第 37 条の 4」と
する。 

 (保険料に係る個人の市民税の課税の特例)  (保険料に係る個人の市民税の課税の特例) 

第 20 条の 5 所得割の納税義務者が支払つた又は控除される保険料（租税条約
実施特例法第 5条の 2第 1項に規定する保険料をいう。）については、法第 314
条の 2 第 1 項第 3 号に規定する社会保険料とみなして、この条例の規定を適
用する。 

第 20 条の 5 所得割の納税義務者が支払つた又は控除される保険料（租税条約
等実施特例法第 5条の 2第 1項に規定する保険料をいう。）については、法第
314 条の 2第 1項第 3号に規定する社会保険料とみなして、この条例の規定を
適用する。 

2 省略 2 省略 

以下省略 以下省略 

 


